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○

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
三
条

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
別

第
三
条

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
別

に
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の

に
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の

組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定

２

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
項
に
規
定

す
る
事
務
の
ほ
か
、
別
に
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
東
日
本

す
る
事
務
の
ほ
か
、
別
に
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
株
式
会
社
東
日
本

大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ

大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

３

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
二
項
に
規

３

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
二
項
に
規

定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ

定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

（
削
る
）

（
削
る
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策

実
施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に

推
進
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
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号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い

う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合

う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
振
興
山
村
を
い
う
。
）
の
振
興
に

定
す
る
振
興
山
村
を
い
う
。
）
の
振
興
に

関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案

関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案

並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実

条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実

施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総

施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総

合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推

合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推

進
に
関
す
る
こ
と
。

進
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防

除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七

除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の

規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の

災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的

災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

日

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年

日

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年

法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
持
続
的
発

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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展
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

令
和
十
五
年
三
月
三
十
一

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法

（
新
設
）

（
新
設
）

日

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策

実
施
地
域
を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に

推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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○

農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
農
村
振
興
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
農
村
振
興
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条

農
村
振
興
局
は
、
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次

第
五
条

農
村
振
興
局
は
、
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

（
削
る
）

（
削
る
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な

政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い

う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合

う
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
総
合

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
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条
第
一
項
の
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を

条
第
一
項
の
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
を

い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政

い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政

策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す

策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防

除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七

除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の

特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の
災
害
の
防

特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
）
の
災
害
の
防

除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

と
。

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

日

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年

日

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年

法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
持
続
的
発

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
持
続
的
発

展
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

展
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

令
和
十
五
年
三
月
三
十
一

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法

（
新
設
）

（
新
設
）

日

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

を
い
う
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な

政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。
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○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
国
土
政
策
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
国
土
政
策
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

国
土
政
策
局
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の

第
二
条

国
土
政
策
局
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策

（
削
る
）

実
施
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

離
島
振
興
計
画
（
離
島
振
興
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
を
い
う

（
削
る
）

。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
公
共
事
業
に

関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計

画
に
関
す
る
こ
と
。

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
を
い
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う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興
及
び
開
発
に

関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案

関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案

並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
奄
美
群
島
振

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
（
奄
美
群
島
振

興
開
発
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
に
規

興
開
発
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
い
う

定
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
公
共
事
業
に

。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
公
共
事
業
に

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計

関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計

画
に
関
す
る
こ
と
。

画
に
関
す
る
こ
と
。

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金

の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十

別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十

九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠

九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠

原
諸
島
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
合

原
諸
島
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
合

的
な
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

的
な
振
興
及
び
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
振
興
山
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

定
す
る
振
興
山
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と

画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と

。

。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実

条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
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施
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興

施
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
興

に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防

特
殊
土
壌
地
帯
（
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防

除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七

除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
以
下

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

規
定
す
る
特
殊
土
壌
地
帯
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関

同
じ
。
）
の
災
害
の
防
除
及
び
振
興
に
関

す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並

す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年

支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年

法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

日

日

の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策

の
持
続
的
発
展
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策

（
新
設
）

実
施
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振

興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び

令
和
十
五
年
三
月
三
十
一

立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

日

離
島
振
興
計
画
（
離
島
振
興
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
公
共
事
業
に

（
新
設
）
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関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計

画
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
等
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
等
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
六
条

国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
は
、
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置

第
六
条

国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か

か
れ
る
も
の
と
す
る
。

れ
る
も
の
と
す
る
。

２

国
土
政
策
局
特
別
地
域
振
興
官
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か

２

国
土
政
策
局
特
別
地
域
振
興
官
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か

れ
る
も
の
と
す
る
。

れ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
土
政
策
局
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
読
替
え
）

（
国
土
政
策
局
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
読
替
え
）

第
七
条

国
土
政
策
局
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
三
条
第
四

第
七
条

国
土
政
策
局
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
三
条
第
四

号
中
「
及
び
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

号
中
「
及
び
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

げ
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

、
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
、
離
島
振
興
対

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

（
削
る
）

（
削
る
）

策
分
科
会
、
山
村
振
興
対
策
分
科
会
及
び

ま
で
の
間

特
殊
土
壌
地
帯
対
策
分
科
会

、
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
、
山
村
振
興
対

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら

、
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
、
山
村
振
興
対

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

策
分
科
会
、
特
殊
土
壌
地
帯
対
策
分
科
会

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

策
分
科
会
及
び
特
殊
土
壌
地
帯
対
策
分
科

ま
で
の
間

及
び
離
島
振
興
対
策
分
科
会

ま
で
の
間

会

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

、
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
、
特
殊
土
壌
地

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

、
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
及
び
特
殊
土
壌

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

帯
対
策
分
科
会
及
び
離
島
振
興
対
策
分
科

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

地
帯
対
策
分
科
会

ま
で
の
間

会

ま
で
の
間

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら

、
豪
雪
地
帯
対
策
分
科
会
及
び
離
島
振
興

令
和
十
五
年
三
月
三
十
一

（
新
設
）

（
新
設
）
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対
策
分
科
会

日
ま
で
の
間

（
国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
九
条

国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
は
、
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ

第
九
条

国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
は
、
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ

か
、
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

か
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

ど
る
。

る
。

一

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及

一

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及

び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

離
島
振
興
計
画
に
基
づ
く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費

二

離
島
振
興
計
画
に
基
づ
く
公
共
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費

の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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○

国
土
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
分
科
会
の
特
例
）

（
分
科
会
の
特
例
）

第
二
条

審
議
会
に
、
第
二
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
の
ほ
か

第
二
条

審
議
会
に
、
第
二
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
の
ほ
か

、
次
の
表
の
期
限
の
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
分
科
会

、
次
の
表
の
期
限
の
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
分
科
会

の
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議

の
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議

会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
法
律
の
規
定
の
欄
に
掲
げ
る
法

会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
法
律
の
規
定
の
欄
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と

律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と

と
し
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
庶
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
課
の
欄
に
掲
げ
る

と
し
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
庶
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
課
の
欄
に
掲
げ
る

課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の

課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の

表
の
上
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
項
の
表
の
上
欄
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項

表
の
上
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
項
の
表
の
上
欄
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項

の
表
の
分
科
会
の
欄
」
と
す
る
。

の
表
の
分
科
会
の
欄
」
と
す
る
。

期

限

分

科

会

法
律
の
規
定

課

期

限

分

科

会

法
律
の
規
定

課

離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律

第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
、
第

国
土
交
通
省

令
和
五
年
三

離
島
振
興
対
策
分

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

三
条
第
三
項
（
同

国
土
政
策
局

月
三
十
一
日

科
会

条
第
五
項
に
お
い

離
島
振
興
課

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
一
条
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山
村
振
興
法
（
昭

山
村
振
興
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第

国
土
交
通
省

和
四
十
年
法
律
第

国
土
交
通
省

令
和
七
年
三

山
村
振
興
対
策
分

令
和
七
年
三

山
村
振
興
対
策
分

六
十
四
号
）
第
七

国
土
政
策
局

六
十
四
号
）
第
七

国
土
政
策
局

月
三
十
一
日

科
会

月
三
十
一
日

科
会

条
第
一
項
及
び
第

地
方
振
興
課

条
第
一
項
及
び
第

地
方
振
興
課

二
十
二
条

二
十
二
条

特
殊
土
壌
地
帯
災

特
殊
土
壌
地
帯
災

害
防
除
及
び
振
興

害
防
除
及
び
振
興

臨
時
措
置
法
（
昭

臨
時
措
置
法
（
昭

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

令
和
九
年
三

特
殊
土
壌
地
帯
対

和
二
十
七
年
法
律

令
和
九
年
三

特
殊
土
壌
地
帯
対

和
二
十
七
年
法
律

国
土
政
策
局

国
土
政
策
局

月
三
十
一
日

策
分
科
会

第
九
十
六
号
）
第

月
三
十
一
日

策
分
科
会

第
九
十
六
号
）
第

地
方
振
興
課

地
方
振
興
課

二
条
第
一
項
、
第

二
条
第
一
項
、
第

三
条
第
一
項
及
び

三
条
第
一
項
及
び

第
五
条

第
五
条

離
島
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律

第
七
十
二
号
）
第

令
和
十
五
年

二
条
第
一
項
、
第

国
土
交
通
省

離
島
振
興
対
策
分

三
月
三
十
一

三
条
第
三
項
（
同

国
土
政
策
局

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

科
会

日

条
第
五
項
に
お
い

離
島
振
興
課

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
一
条

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
山
村
振
興
対
策
分
科
会
及
び
特
殊
土
壌
地
帯
対

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
山
村
振
興
対
策
分
科
会
及
び
特
殊
土
壌
地
帯
対

策
分
科
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
農
村
政
策
部
地
域
振
興
課

策
分
科
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
農
村
政
策
部
地
域
振
興
課

の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３

離
島
振
興
対
策
分
科
会
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

（
新
設
）

間
、
第
一
項
の
表
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
の
項
中
「
第
二
十
一
条
」
と
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あ
る
の
は
、
「
第
二
十
一
条
並
び
に
離
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
離
島
振
興
法
第
三

条
第
三
項
」
と
す
る
。
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